
平成３１年度 白馬村の子育て支援体制について 

子育て支援課 

目的 

 子育て支援施策の充実を図るため、子育て世代包括支援センターの開設準備を平成２９年度より開始

し、本年７月よりスタートした。諸施策の運用にあたり、子育て世帯の更なる利便性向上を図るため、来

年度以降の体制は以下の通りとしたい。 

 

見直し結果 

・母子保健事業に関して、子育て支援課と健康福祉課の 2 つの窓口ができ、相談者にすると混乱がある。 

・保健師 1 名体制では休暇取得や不在時における事業運営に支障がある。 

  

 以上の事から、母子保健事業については子育て支援課において事業を行う。しかし限られた人数である

ため、両課で協力しながら対応する必要が有る。また、情報共有については、よりスムーズに連携できる

ようにする必要が有る。 

 

 

来年度の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現在健康福祉課と子育て支援課で行っている、母子保健事業については子育て支援課において一元化

する。そのため、保健師１名の増員が必要。その他の事業については、引き続き協力しながら行ってい

く。 

 

平成３１年度 平成３０年度 

村長部局 

健康福祉課所管 

◎母子保健事業（療育等相談含む） 

・乳幼児家庭全戸訪問事業 ・不妊症・不育症治療助成 ・産前産後サポ

ート事業 ・産後ケア事業 ・マタニティ教室 ・乳児家庭全戸訪問事業 ・

新生児・低体重児訪問指導 ・妊産婦相談 ・よちよち相談 

◎予防接種 

◎乳幼児健診 

教育委員会部局 

 

子育て支援課所管 

◎母子保健事業 

・妊娠届受付、母子健康手帳交付、子育てプランの策定 

・妊娠、出産、子育てに関する相談や情報提供、助言、保健指導 

◎児童福祉 

◎子育て支援機関【・保育園・支援ルーム（地域子育て支援拠点事業、

一時預かり・休日保育）・相談支援センター（子育て相談・療育事業）・放

課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

◎教育相談、就学支援委員会 

・ケース会議・ＳＣ/支援機関等巡回相談 

・関係機関との連絡調整 

村長部局 

健康福祉課所管 

 

 

 

 

◎予防接種 

 

教育委員会部局 

 

子育て支援課所管 

◎母子保健事業 

・乳幼児家庭全戸訪問事業・低体重児訪問指導・不妊症 

・不育症治療助成・産前産後サポート事業・産後ケア事業 

・マタニティ教室・妊産婦相談 ・よちよち相談・産婦健診

・乳幼児健診 

・妊娠届受付、母子健康手帳交付、子育てプランの策定 

・妊娠、出産、子育てに関する相談や情報提供、助言、保健指導

◎児童福祉 

◎子育て支援機関 

◎教育相談、就学支援委員会 
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